
採光計算や壁量計算等の解説（入門）
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採光に関する基準
換気に関する基準
構造関係規定の見直し

木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
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国資料
P-29



構造関係規定の見直し
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ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-２１

構造関係規定の見直し
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・・・・・・

ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ
P-２１



【参考】公益財団法人 日本住宅・木材技術センターのHP
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施行日前後の取扱い
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【参考】工事の着手
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工事の着手の時点

一般的には「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留め工事」又は「根切り工事」に係
る工事が開始された時点です。

完了検査等で着工日を確認する場合がありますので、改正法施行日をまた
ぐ工事の場合、検査員等に資料が求められた際に提出ができるよう、着工日
の確認できる資料の準備をお願いします。（例 着工日のわかる工事看板入り
の工事写真、工程表等）

工事の着手に該当しない行為

• 地盤調査のための掘削行為、ボーリングの実施
• 現場の整地、やり方
• 地鎮祭の挙行
• 現場の仮囲いの設置
• 現場事務所の建設
• 既設建築物の除却
• 現場への建設資材、建設機械の搬入
• 工事請負契約書の締結

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-20



改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-21

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-22



壁量基準等の経過措置の適用に関する留意事項
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国資料
P-23

改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
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国資料
P-24



改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

73

お願い事項
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確認済証の交付：３月３１日以前
工事着手 ：３月３１日以前

 ３月は確認申請窓口が込み合うことが予想されますので、
余裕をもって確認申請のご提出をお願いします。

 申請状況によっては３月中に確認済証の交付ができず、４
月１日以降に審査がずれ込む場合があります。その場合は、
改正法の適用になり、構造等の４号特例の部分の確認が必
要になります。

 工事着手がわかる資料の整理をお願いします。

確認済証の交付の時期と工事着手日によって手続きが
異なります。

都市計画区域内の場合

4/１

工事
着手

申請 確認
済証



お願い事項
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確認済証の交付：３月３１日以前
工事着手 ：４月１日以降

 ３月以前に４月１日以降の工事着手で確認申請を提出する
場合、構造等の４号特例の部分について確認申請時に確認
する場合がありますので、改正後の法適合性について、あら
かじめ窓口に相談をお願いします。

 省エネ基準を仕様規定等以外で省エネ計算による場合は、
４月１日以降に適合性判定の申請が必要となり、計画変更
もしくは完了検査申請時に副本等の提出が必要です。

 改正法への適合を計画変更または完了検査時に確認でき
ない場合は、検査済証等を交付することができません。

 ５月以降の着手のものは、年度内は窓口が込み合うことか
らなるべく４月１日以降に申請をお願いします。

都市計画区域内の場合
4/１

工事
着手

申請 確認
済証

お願い事項

76

確認申請の提出：４月１日以降
工事着手 ：４月１日以降

 申請様式は、改正後の様式でご提出をお願いします。
 法定審査期間は３５日ですので、工事着手の３５日前までに

申請をお願いします。
 省エネ基準を仕様規定等以外で省エネ計算で適合させる場

合は、適合性判定の申請が必要です。
 構造の経過措置の適用を受ける場合も、構造関係書類の添

付が必要です。
 手数料が改正された場合、改正後の金額で納付ください。
 都市計画区域外で４月上旬に着工したい場合は、３月以前

に申請はできませんので、提出予定の確認申請窓口・省エネ
適合判定機関等に事前相談の上、申請をお願いします。

都市計画区域内・区域外の場合

4/1

工事
着手

申請 確認
済証


